
�愛媛県告示第１５５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛地方税滞納整理機構の規約の変更を許可した。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部が改正され、議員の報酬の名称が議員報酬に

改められることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成２０年１０月２４日

３ 規約変更許可年月日

平成２０年１０月２４日
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�愛媛県告示第１５５６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛県市町総合事務組合の規約の変更を許可した。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部が改正され、職員の報酬の名称が議員報酬に

改められることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成２０年１０月２４日

３ 規約変更許可年月日

平成２０年１０月２４日
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�愛媛県告示第１５５７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

中予山岳地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項の規定に

より、当該地域森林計画の案を中予地方局産業経済部久万高原森林

林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５５８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局産業経済部今治

支局森林林業課及び中予地方局産業経済部森林林業課において告示

の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局産業経済部八幡浜支

局森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合の規約の変更許可（２件） ……………………………１１６４

○ 地域森林計画案の公表 …………………………………………………１１６４

○ 地域森林計画の変更案の公表（４件） ………………………………１１６４

○ 愛媛県建設工事請負業者選定要領の一部改正 ………………………１１６５

○ 道路の位置の指定 ………………………………………………………１１７２

○ 土地改良区役員の就退任の届出 ………………………………………１１７２

○ 道路の区域変更（県道宇和島下波津島線） …………………………１１７２

公 告

○ 平成２１年度及び平成２２年度において県が発注する建設工事に係る

競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格

並びにその審査の申請の時期及び方法等 ……………………………１１７２

監 査 公 表

○ 総務管理課、人事課、財政課、税務課、市町振興課、私学文書課、

行政システム改革課、企画調整課、交通対策課、統計課、情報政

策課、秘書課、広報広聴課、県民生活課、男女参画課、県民活動

推進課、人権対策課、消防防災安全課、危機管理課、環境政策課、

循環型社会推進課、自然保護課、保健福祉課、医療対策課、健康

増進課、薬務衛生課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課、

産業政策課、労政雇用課、産業創出課、経営支援課、観光物産課、

国際交流課、農政課、農業経済課、ブランド戦略課、農地整備課、

農産園芸課、畜産課、林業政策課、森林整備課、漁政課、水産課、

漁港課、土木管理課、用地課、河川課、水資源対策課、港湾海岸

課、砂防課、道路建設課、道路維持課、都市計画課、都市整備課、

建築住宅課、出納局、人事委員会事務局、議会事務局、監査事務

局、教育総務課、生涯学習課、義務教育課、高校教育課、人権教

育課、特別支援教育課、文化振興課、文化財保護課、保健スポー

ツ課、労働委員会事務局、警察本部 …………………………………１１７７

○ 東予地方局総務企画部、健康福祉環境部、四国中央保健所、産業

経済部、東予家畜保健衛生所、建設部、四国中央土木事務所、今

治土木事務所、鹿森ダム管理事務所、黒瀬ダム管理事務所、玉川

ダム管理事務所、台ダム管理事務所、出納室 ………………………１１８０

○ 中予地方局総務企画部、健康福祉環境部、産業経済部、中央家畜

保健衛生所、建設部、久万高原土木事務所、出納室 ………………１１８２

○ 南予地方局総務企画部、健康福祉環境部、産業経済部、南予家畜

保健衛生所、建設部、大洲土木事務所、八幡浜土木事務所、西予

土木事務所、愛南土木事務所、須賀川ダム管理事務所、山財ダム

管理事務所、出納室 ……………………………………………………１１８３

選挙管理委員会告示

○ 個人演説会開催施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設

の一部改正 ………………………………………………………………１１８４

告 示

発 行 愛 媛 県

毎週（火・金）曜日発行 第２０１３号 平成２０年１１月４日

平成２０年１１月４日火曜日 第２０１３号

愛 媛 県 報

１１６４
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５６０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局産業経済部森林林業

課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局産業経済部森林林業

課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６２号
愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第６０７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領様式第１号の規定は、平成２１年度以降の格付けに係る建設工事入札参加資格審査申請について

適用し、平成２０年度の格付けに係る建設工事入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（建設工事入札参加資格審査申請書等）

第４条 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲

げる書類を添付し、随時、知事に提出することができる。ただ

し、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。

�・� 省略

� 県税全税目（個人県民税及び地方消費税を除く。）及び地方

法人特別税について未納がない旨の証明書

� 省略

� 建設業法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値通知書の

写し

２ 本県に主たる営業所を有しない業者にあつては、前項に掲げる

書類のほか、建設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明

を添付したもの）

を添付しなければならない。

３ 省略

（建設工事入札参加資格審査申請書等）

第４条 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲

げる書類を添付し、随時、知事に提出することができる。ただ

し、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。

�・� 省略

� 県税全税目（個人県民税及び地方消費税を除く。）

について未納がない旨の証明書

� 省略

� 建設業退職金共済組合に加入している場合は、当該組合の加

入証明書

２ 本県に主たる営業所を有しない業者にあつては、前項に掲げる

書類のほか、建設業許可申請書の写し（知事又は大臣の許可証明

を添付したもの）及び建設業法第２７条の２９第１項の規定による総

合評定値通知書の写しを添付しなければならない。

３ 省略

様式第１号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号

１１６５



様式第１号（第３条関係） 建設工事入札参加資格審査申請書

※地方局建設部（土木事務所）名 許可番号 知事 （ ） 第 号大臣

年度 建設工事入札参加資格審査申請書

愛媛県知事 様 年 月 日

住 所

商号又は名称
（実印）

代表者の役職及び氏名

１ 商号又は
名称

（ふりがな）

２ 代表者の役
職及び氏名

（ふりがな） ３ 代理人の役職及び氏名

４ 主たる営
業所

〒 市 町 番地
電話（ ）―（ ）―（ ）

郡 FAX （ ）―（ ）―（ ）

５ その他の
営業所

〒 市 町 番地
電話（ ）―（ ）―（ ）

郡 FAX （ ）―（ ）―（ ）
〒 市 町 番地

電話（ ）―（ ）―（ ）
郡 FAX （ ）―（ ）―（ ）

６ 許可年月日 第１回の許可 年 月 日 直近の許可 年 月 日

７ 営業の沿革

年 月 日

年 月 日

年 月 日

��������������������������������������������������������
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年 月 日

年 月 日

８ 営業年数 創業から申請日まで 満 年（許可（登録）を受けてから満 年）

９ 資本金額 法人
資 本 金 千円

個人 自己資本 千円
自 己 資 本 千円

１０建設業以外に行つて
いる営業の種類

１１愛媛県電子入札用
業者ＩＤ（建設工事）

１２発注を希望する業種（○印を記入すること。）

土 木 建 築
舗装 電気 管 大工 左官 とび・土工 石 屋根

タイル・れ
んが・ブロ
ック

鋼構造物 鉄筋 しゆんせつ
一般土木 港湾 不燃 木造

板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設

１３許可を受けた建設業の種類（○印を記入すること。）

土木 建築 舗装 電気 管 大工 左官 とび・土工 石 屋根
タイル・れ
んが・ブロ
ック

鋼構造物 鉄筋 しゆんせつ 板金 ガラス

塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号

１１６６



１４建設業に従事する役職員数
常 勤 の 役 員 従 業 員 数 計

技 術 関 係 職 員
事 務 職 員

有 資 格 者 そ の 他 職 員

人 人 人 人 人
１５愛媛県に建設工事入札参加資格審査申請書を提出し、又は提出を予定している系列会社の状況
（１）親会社 （ 有 ・ 無 ）（該当するものを○で囲むこと。）（２）子会社 （ 有 ・ 無 ）（該当するものを○で囲むこと。）

商号又は名称 許可番号 住 所 商号又は名称 許可番号 住 所

（３）役員の兼任 （ 有 ・ 無 ） （該当するものを○で囲むこと。）
役職 氏 名 許可番号 兼任先の商号又は名称 兼任先役職

１６労働福祉の状況（該当するものを○で囲むこと。）

雇 用 保 険
職 員 労 務 者

厚生年金基金加入状況 加入している ・ 加入していない
有 ・ 無 有 ・ 無

健 康 保 険
職 員 労 務 者 就業規則への育児

休業制度の規定状況 規定している ・ 規定していない
有 ・ 無 有 ・ 無

中小企業退職金共済加入状況 加入している ・ 加入していない 次 世 代 育 成 支 援
対 策 推 進 法 に 基
づく一般事業主行
動 計 画 策 定 状 況

策定している ・ 策定していない
建設業退職金共済加入状況 加入している ・ 加入していない

１７監督処分及び入札参加資格停止措置の状況
実 施 行 政 庁 処分等の年月日 処 分 等 の 内 容 ・ 期 間 処 分 等 の 理 由

１８主要取引金融機関名（支店名まで記入すること。） １９入札、見積、契約及び契約に基づく行為に使用する印鑑

普通 ・ 当座 使 用 印 実 印

普通 ・ 当座

普通 ・ 当座

普通 ・ 当座

普通 ・ 当座

２０工事種類別発注者別年間平均完成工事高（税抜き）
発注者

工事種類
公共（官公署、公社等） 民 間

合 計
元 請 元 請 下 請 小 計

○対象期間

許
可
に
係
る
建
設
工
事

土木一式工事
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

建築一式工事

年 月 日

～

年 月 日

（ 年平均）

そ の 他

合 計

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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２１工事種類別発注者別完成工事高（税抜き）

（Ａ）直前第１年度（ 年 月から 年 月まで）決算より

発注者

工事種類

公共（官公署、公社等） 民 間

合 計元 請
元 請 下 請 小 計

国 愛媛県 市 町 その他 小計

許
可
に
係
る
建
設
工
事

土木一式工事
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

建築一式工事

その他

年 計

（Ｂ）直前第２年度（ 年 月から 年 月まで）決算より

発注者

工事種類

公共（官公署、公社等） 民 間

合 計元 請
元 請 下 請 小 計

国 愛媛県 市 町 その他 小計

許
可
に
係
る
建
設
工
事

土木一式工事
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

建築一式工事

その他

年 計

（Ｃ）直前第３年度（ 年 月から 年 月まで）決算より

発注者

工事種類

公共（官公署、公社等） 民 間

合 計元 請
元 請 下 請 小 計

国 愛媛県 市 町 その他 小計

許
可
に
係
る
建
設
工
事

土木一式工事
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

建築一式工事

その他

年 計

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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２２表彰受賞歴 ２３ＩＳＯ取得状況（ＩＳＯ９０００Ｓ又はＩＳＯ１４０００Ｓ）

表彰の種類 受賞年月日 備考（業種、工事名） ＩＳＯの種類 取得年月日

２４障害者雇用状況

申請日現在における常用雇用労働者数 Ａ 人

申請日現在における身体障害者又は
知的障害者である常用雇用労働者の数 Ｂ 人

障害者雇用率 Ｃ＝Ｂ÷（Ａ×０．７（小数点以下切捨て））×１００ ％

個別状況 身体障害者手帳等の番号 障害等級又は区分

１

２

３

４

５

２５地域貢献活動の状況（災害時における地域貢献活動を除く。）

活動の概要 主催者 活動期間 活動人数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

２６災害時における地域貢献活動の状況

活動の概要 主催者 活動期間 活動人数

１

２

３

４

５

２７建設業労働災害防止協会（建災防）への加入状況

加 入 の 有 無 有 ・ 無 （該当するものを○で囲むこと。） 加入年月 年 月

２８第三者賠償責任補償保険（年間包括契約に限る。）への加入状況

加 入 の 有 無 有 ・ 無 （該当するものを○で囲むこと。）
てん補限度額

身体賠償 万円

保 険 期 間
（ 補 償 期 間 ） 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 財物賠償 万円

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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２９技術者の略歴

氏 名
年 齢

在 職 期 間 経験年月数
最終学校・学科名 業 種

コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

監理技術者資格者証番号 ＣＰＤＳ
取 得
単位数

建築ＣＰＤ
取 得
単位数

マスター該当

（生年月日） （卒業年月日） （監理技術者資格者証有効期限） （担当業種）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

（ ． ． ）

年 月～ 年 月

（ ． ． ）

第 号

（ ． ． ）

取 得 単 位 数
合 計
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３０建設機械の保有状況

名 称 種 類 能 力 自己保有
台 数

リ ー ス
台 数

�������������������������������������������
�������������������������������������������
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公 告

�愛媛県告示第１５６３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年１１月４日

東予地方局長 長谷川 寿

１ 指定年月日及び番号

平成２０年１０月２２日 ２０東四土（道）第４号

２ 道路の位置

四国中央市金生町下分字坪ノ内１３３３番１の一部

幅員 ４．００メートル

延長 ２４．２５メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

有限会社富士住サービス

代表取締役 白石 一忠

４ 図面省略

�������
�愛媛県告示第１５６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

津島町中央土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２０年１１月４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

〃 山 本 俊 幸 宇和島市津島町近家甲１１１２－７

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 毛 利 守 雄 宇和島市津島町下畑地甲１７８２

〃 梅 村 健 則 宇和島市津島町近家甲２０９－１８

〃 藤 岡 功 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 魚 崎 泰 郎 宇和島市津島町北灘乙１９１２

〃 西 山 吉 和 宇和島市吉田町立間１－１９４９

〃 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

監 事 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

〃 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

〃 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

〃 山 本 俊 幸 宇和島市津島町近家甲１１１２－７

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 毛 利 守 雄 宇和島市津島町下畑地甲１７８２

〃 梅 村 正 秀 宇和島市津島町北灘甲７５８

〃 藤 岡 謙一郎 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 魚 崎 泰 郎 宇和島市津島町北灘乙１９１２

〃 西 山 吉 和 宇和島市吉田町立間１－１９４９

監 事 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

〃 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

�公 告

平成２１年度及び平成２２年度において県が発注する建設工事に係る

競争入札又は随意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に

加わろうとする者に必要な資格（以下「資格」という。）並びにそ

の審査の申請（以下「申請」という。）の時期及び方法等を、次の

とおり定めた。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

	 管工事


 タイル・れんが・ブロック工事

� 鋼構造物工事

� 鉄筋工事

 舗装工事

�愛媛県告示第１５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字新田甲２３０２番地先から

同町北灘字新田甲２２９８番地先まで

旧 １６．２～１９．２ ０．０１３

新 １２．４～１４．８ ０．０１３

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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� しゅんせつ工事

� 板金工事

� ガラス工事

� 塗装工事

� 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

� 熱絶縁工事

	 電気通信工事


 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれかに該当

する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告

示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）第２条の規定

による等級別格付け（以下「格付け」という。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛

媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」という。）第１２

条第２項において例によることとされる業者選定要領の規定

による格付けをされた経常建設共同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格要件を

満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２項の通知を受

けた特定建設工事共同企業体（特定建設工事共同企業体が加

わることができる競争入札等の場合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

平成２０年１１月１２日（水）から１２月１９日（金）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

また、特定建設工事共同企業体に係る申請は、共同企業体要綱

第１０条の規定による特定建設工事共同企業体による競争入札の公

告の日以後に受け付ける。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

県のホームページのえひめの土木

（http：／／www.pref.ehime.jp／０７０doboku／０２０gijutsukikak/００００５７３９

０４１１２４／index.htm）からダウンロードするか、又は別表の提出

先に請求する。

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体に係
る申請書類の請求先及び提出先は、共同企業体要綱第１０条の規

定による特定建設工事共同企業体による競争入札の公告に定め

るところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第１条に規定す

る特定調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札等に加わ

ろうとする者は、申請書類を提出する際に、特定調達契約に係

る競争入札等参加表明書（様式第１号。以下「参加表明書」と

いう。）を提出すること。ただし、申請書類を提出した後にお

いて、特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、

随時、参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定調達契

約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様式第２号）に

より通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成２１年度及び平成２２年度の建設工事に係る競争入札

等について効力を有する。ただし、特定建設工事共同企業体に係

る資格は、当該特定建設工事共同企業体を結成して加わろうとす

る競争入札等について効力を有する。

９ 平成２３年度及び平成２４年度の資格審査

平成２３年度及び平成２４年度の建設工事に係る競争入札等に加わ

ろうとする者の資格については、平成２２年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課建設業係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号（０８９）９１２－２６４４
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県土木部管理局土木管理課
〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９－９１２－２６４４

県外及び測量・建設コンサル
タント等

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所用地管理課
〒７９９－０４０４
四国中央市三島宮川四丁目６番５３号
電話番号 ０８９６－２４－４４５５（内線２５５）

四国中央市

愛媛県東予地方局建設部管理課
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線４０７）

新居浜市及び西条市

愛媛県東予地方局今治土木事務所管理課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２６２）

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局建設部管理課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９４１－１１１１（内線４１７）

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所用地管理課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
電話番号 ０８９２－２１－１２１０（内線４１５）

上浮穴郡

愛媛県南予地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５－８５０４
大洲市田口甲４２５番地１
電話番号 ０８９３－２４－５１２１（内線３０４）

大洲市及び喜多郡

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所管理課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線４０６）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県南予地方局西予土木事務所事業管理課
〒７９７－００１５
西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地
電話番号 ０８９４－６２－１３３１（内線２８３）

西予市

愛媛県南予地方局建設部管理課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線４０７）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県南予地方局愛南土木事務所用地管理課
〒７９８－４１９４
南宇和郡愛南町御荘平城３０４８
電話番号 ０８９５－７２－１１４５（内線２３３）

南宇和郡
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様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

年 月 日

愛媛県知事 様

郵便番号 □□□－□□□□

主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者又は個人の指名 �

電話 （ ） － 番

参加を希望する工事種別
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

第 号

年 月 日

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 様

愛媛県知事 �

１ 資格の有無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで
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�公表第３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年１１月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成２０年１０月２４日

人 事 課 〃

財 政 課 〃

税 務 課 〃

市 町 振 興 課 平成２０年１０月２２日

私 学 文 書 課 〃

行 政 シ ス テ ム 改 革 課 〃

企 画 調 整 課 平成２０年１０月２３日

交 通 対 策 課 〃

統 計 課 〃

情 報 政 策 課 〃

秘 書 課 平成２０年１０月１５日

広 報 広 聴 課 〃

県 民 生 活 課 平成２０年１０月１７日

男 女 参 画 課 〃

県 民 活 動 推 進 課 〃

人 権 対 策 課 〃

消 防 防 災 安 全 課 〃

危 機 管 理 課 〃

環 境 政 策 課 平成２０年１０月１６日

循 環 型 社 会 推 進 課 〃

自 然 保 護 課 〃

保 健 福 祉 課 平成２０年１０月１７日

医 療 対 策 課 〃

健 康 増 進 課 平成２０年１０月１４日

薬 務 衛 生 課 〃

子 育 て 支 援 課 平成２０年１０月１５日

障 害 福 祉 課 〃

長 寿 介 護 課 〃

産 業 政 策 課 平成２０年１０月１６日

労 政 雇 用 課 〃

産 業 創 出 課 平成２０年１０月１４日

経 営 支 援 課 〃

観 光 物 産 課 平成２０年１０月１５日

国 際 交 流 課 〃

農 政 課 平成２０年１０月２０日

農 業 経 済 課 〃

ブ ラ ン ド 戦 略 課 〃

農 地 整 備 課 平成２０年１０月２１日

農 産 園 芸 課 〃

畜 産 課 〃

林 業 政 策 課 平成２０年１０月１５日

森 林 整 備 課 〃

漁 政 課 平成２０年１０月２０日

水 産 課 〃

漁 港 課 〃

土 木 管 理 課 平成２０年１０月２４日

用 地 課 〃

河 川 課 平成２０年１０月２１日

水 資 源 対 策 課 〃

港 湾 海 岸 課 〃

砂 防 課 〃

道 路 建 設 課 平成２０年１０月２２日

道 路 維 持 課 〃

都 市 計 画 課 〃

都 市 整 備 課 〃

建 築 住 宅 課 〃

出 納 局 平成２０年１０月２４日

人 事 委 員 会 事 務 局 平成２０年１０月２３日

議 会 事 務 局 平成２０年１０月２４日

監 査 事 務 局 〃

教 育 総 務 課 平成２０年１０月２３日

生 涯 学 習 課 〃

義 務 教 育 課 平成２０年１０月１６日

高 校 教 育 課 〃

人 権 教 育 課 〃

特 別 支 援 教 育 課 〃

文 化 振 興 課 平成２０年１０月２０日

文 化 財 保 護 課 〃

保 健 ス ポ ー ツ 課 〃

労 働 委 員 会 事 務 局 平成２０年１０月２２日

警 察 本 部 平成２０年１０月１４日

（監査の結果）

平成１９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員（２名）の超過勤務手当について、実績給与通知書の記載誤り

により、計１９，６２２円（平成１９年１２月及び２０年３月分）が過支給となっ

ていた。

（財政課）

２ 物品売払収入（県報購読料）については、適切な債権管理が望まれ

る。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１２年度 ８，０００

計 ８，０００
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（私学文書課）

３ 代執行費用徴収金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ５９，９７４，９９９

計 ５９，９７４，９９９

（循環型社会推進課）

４ 低所得世帯子弟就学奨励補助金返納金については、収入未済額の縮

減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １４０，０００ １４０，０００

１８年度 ０ １４０，０００ １４０，０００

差引増減 ０ ０ ０

（保健福祉課）

５ 生活安定資金貸付金償還金については、収入未済額の縮減に引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ５３，７９５，８５５ ５３，７９５，８５５

１８年度 ０ ５５，９４４，２７０ ５５，９４４，２７０

差引増減 ０ △２，１４８，４１５ △２，１４８，４１５

（保健福祉課）

６ 看護職員修学資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保と

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２５２，０００ ２５２，０００ ５０４，０００

１８年度 ８２２，０００ ３７８，０００ １，２００，０００

差引増減 △５７０，０００ △１２６，０００ △６９６，０００

（医療対策課）

７ 看護職員修学資金貸付金償還金に係る延滞金については、収入未済

額の縮減に努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ５７，５６２ ０ ５７，５６２

１８年度 ０ ０ ０

差引増減 ５７，５６２ ０ ５７，５６２

（医療対策課）

８ 児童扶養手当返還金及び児童扶養手当の過誤払金については、納期

限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

（児童扶養手当返還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ８３，４４０ ２５，６５０，２２０ ２５，７３３，６６０

１８年度 １，１０２，１２０ ２８，８２３，５３０ ２９，９２５，６５０

差引増減 △１，０１８，６８０ △３，１７３，３１０ △４，１９１，９９０

（児童扶養手当の過誤払金）

区 分 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ２５０，３２０

１８年度 ８３，４４０

差引増減 １６６，８８０

（子育て支援課）

９ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２０，７４９，３８５ １２６，３１４，１４０ １４７，０６３，５２５

１８年度 １９，６８９，３７０ １１２，５５７，７１３ １３２，２４７，０８３

差引増減 １，０６０，０１５ １３，７５６，４２７ １４，８１６，４４２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，７５３，０２５ １５，８３８，０７４ １７，５９１，０９９

１８年度 １，４８５，０９２ １４，８５２，３０２ １６，３３７，３９４

差引増減 ２６７，９３３ ９８５，７７２ １，２５３，７０５

（子育て支援課）

１０ 心身障害者扶養共済制度年金の過誤払金については、早期収入に努

力が望まれる。

区 分 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ３２０，０００

１８年度 ０

差引増減 ３２０，０００

（障害福祉課）

１１ ケアハウス廣寿苑（設置者：社会福祉法人杉の子会）に対する軽費

老人ホーム事務費補助金について、提出された申請書類の確認審査が

十分でなかったため、補助金が８，４０３，０００円過大に交付されていた。

補助事業の事務や検査・指導等の体制を見直すとともに、補助金交

付先に対しては公金補助の趣旨の認識を徹底するよう強く指導し、補

助金の適正な支出に万全を期されたい。

（長寿介護課）

１２ 職員（１名）の住居手当について、扶養親族でない父の所有する住

宅に居住する職員に対して、自己所有住宅に対する住居手当を支給し

たため、計４２，０００円（平成１９年４月から２０年３月分までの１２か月分）

が過支給となっていた。

（長寿介護課）

１３ 企業立地奨励金等返還金については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ３４，７９６，０００

計 ３４，７９６，０００

（産業政策課）
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１４ 職員（１名）の単身赴任手当について、適正な交通経路を検討する

ことなく交通距離を認定したため、計６６，０００円（平成１９年４月から２０

年２月分までの１１か月分）が過支給となっていた。

（産業政策課）

１５ 地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金については、収入未

済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １５６，６００ １５６，６００

１８年度 ２６，１００ １３０，５００ １５６，６００

差引増減 △２６，１００ ２６，１００ ０

（労政雇用課）

１６ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、施設

共同化資金貸付金償還金、繊維工業構造改善資金貸付金償還金及び設

備近代化資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保に努める

とともに、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １，０８３，８４６，０００ １，０８３，８４６，０００

１８年度 ３５３，６２６，０００ ７４０，２２０，０００ １，０９３，８４６，０００

差引増減 △３５３，６２６，０００ ３４３，６２６，０００ △１０，０００，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１８年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ８２，２１４，０００ １４８，４９９，９０４ ２３０，７１３，９０４

１８年度 １７，７５８，０００ １３３，１２５，５６３ １５０，８８３，５６３

差引増減 ６４，４５６，０００ １５，３７４，３４１ ７９，８３０，３４１

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ３２，６５８，９９８ ３２，６５８，９９８

１８年度 ０ ３３，２５８，９９８ ３３，２５８，９９８

差引増減 ０ △６００，０００ △６００，０００

（経営支援課）

１７ 中小企業振興資金特別会計における違約金（繊維工業構造改善資金

貸付金償還金及び設備近代化資金貸付金償還金に伴うもの。）につい

ては、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １８，２３０

１７年度 ２，０３４，００８

計 ２，０５２，２３８

（経営支援課）

１８ 土地改良事業費等補助金返還金については、収入未済額の縮減に引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ ７３，１１５ ７３，１１５

１８年度 ０ １０８，１１５ １０８，１１５

差引増減 ０ △３５，０００ △３５，０００

（農地整備課）

１９ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について

は、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められた

い。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，６５５，０００ ２０，６８８，０４４ ２２，３４３，０４４

１８年度 ３，４１５，０００ ２１，４７８，０４４ ２４，８９３，０４４

差引増減 △１，７６０，０００ △７９０，０００ △２，５５０，０００

（林業政策課）

２０ 林業改善資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うもの。）

については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１５年度 ２１２，６４６

１６年度 ３１５，７４７

１９年度 ５５５，５５２

計 １，０８３，９４５

（林業政策課）

２１ 県有林経営事業特別会計については、単年度収支不足額は前年度に

比べて減少しているが、平成１９年度決算の歳入不足額は２１億１，４００万

円余となっており、収支の不均衡はなお拡大しているので、今後とも

健全な経営に向けて一層の努力が望まれる。

（森林整備課）

２２ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮

減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，５００，０００ １，７８０，０００ ３，２８０，０００

１８年度 １，５００，０００ ５００，０００ ２，０００，０００

差引増減 ０ １，２８０，０００ １，２８０，０００

（漁政課）

２３ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１２年度 ２１０，０００

計 ２１０，０００
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�公表第３６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年１１月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

３３ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ４６，７０３，１９８ １９２，０７４，０２９ ２３８，７７７，２２７

１８年度 ４６，１０３，３５２ １５２，１４５，６０４ １９８，２４８，９５６

差引増減 ５９９，８４６ ３９，９２８，４２５ ４０，５２８，２７１

（人権教育課）

３４ 損害弁償金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ４２９，０００

１９年度 ９２４，０００

計 １，３５３，０００

（警察本部）

３５ 放置違反金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収

入未済額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２，４６８，０００ ７，６５０，０００ ２０，１１８，０００

１８年度 １０，０１１，０００ ０ １０，０１１，０００

差引増減 ２，４５７，０００ ７，６５０，０００ １０，１０７，０００

（警察本部）

３６ 放置違反金に係る延滞金については、収入未済額の縮減に一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２５，７００ ２，０００ １２７，７００

１８年度 ４，２００ ０ ４，２００

差引増減 １２１，５００ ２，０００ １２３，５００

（警察本部）

３７ 公務中の警察車両による事故や警察車両運転者の不注意による自損

事故が依然として多発しており、職員意識の高揚と事故防止の徹底に、

より一層努められたい。

（警察本部）

（漁港課）

２４ 海上調査業務について、調査台船までの海上交通経費を実態と著し

く乖離した過大な積算を行っていた。

（漁港課）

２５ 代執行費用徴収金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１８年度 ３，０００，０００

計 ３，０００，０００

（河川課）

２６ 河川情報システム点検委託業務について、無停電電源装置の精密点

検歩掛の適用を誤ったため、設計金額で３１０，８００円が過大となってい

た。

（河川課）

２７ 草刈作業車のリース契約について、他に草刈機能を有する車両が販

売されていたにもかかわらず、１機種しかないものと判断し、経済性

を十分に比較検討することなく導入を決定し、地方機関に導入時期、

契約相手、契約方法を指示していた。

（道路維持課）

２８ 職員（２名）の休日給について、休日勤務の実績がなかったにもか

かわらず、実績給与通知書の休日給欄に時間数が誤入力され、計２１，１

０７円（平成１９年１１月分）が過支給となっていた。

（都市整備課）

２９ 住宅貸付損害金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，９９４，４６７ ２４，７０１，７６２ ２７，６９６，２２９

１８年度 ３，１７２，４９３ ２１，５２９，２６９ ２４，７０１，７６２

差引増減 △１７８，０２６ ３，１７２，４９３ ２，９９４，４６７

（建築住宅課）

３０ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２，０７４，０００ １０，５５６，０００ ２２，６３０，０００

１８年度 ８，２０８，０００ ７，４４８，０００ １５，６５６，０００

差引増減 ３，８６６，０００ ３，１０８，０００ ６，９７４，０００

（教育総務課）

３１ 諸収入（給与の過払金）については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ３９２，００２

計 ３９２，００２

（義務教育課）

３２ 諸収入（給与の過払金）については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１４年度 ２８０，０８５

計 ２８０，０８５

（高校教育課）
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，１１８，０５１ ３，３３１，２８２ ５，４４９，３３３

１８年度 １，７５０，４４８ １，７９８，７００ ３，５４９，１４８

差引増減 ３６７，６０３ １，５３２，５８２ １，９００，１８５

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １５０，３２８ ２１２，７２０ ３６３，０４８

１８年度 １３８，４６５ ８５，０８８ ２２３，５５３

差引増減 １１，８６３ １２７，６３２ １３９，４９５

（健康福祉環境部）

４ 平成２０年３月１５日から着工する予定となっていた湛水防除事業につ

いて、同年２月１日から土地の使用契約を行ったため、少なくとも同

年２月分の補償費５７，７６９円が過支給となっていた。

（産業経済部）

５ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ３，２３６，２００ ７４７，６００ ３，９８３，８００

１８年度 ２，０６０，３００ ３１３，５００ ２，３７３，８００

差引増減 １，１７５，９００ ４３４，１００ １，６１０，０００

（建設部）

６ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １１５，６８８

計 １１５，６８８

（建設部）

７ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，１０６，１００ ２，３１３，０００ ４，４１９，１００

１８年度 ２，３５０，２００ １，２９２，９００ ３，６４３，１００

差引増減 △２４４，１００ １，０２０，１００ ７７６，０００

（今治土木事務所）

８ 道路占用料については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １２５，０００

計 １２５，０００

（今治土木事務所）

９ 違約金（工事請負契約及び設計委託業務に伴うもの。）については、

適切な債権管理が望まれる。

総 務 企 画 部
平成２０年７月１６日、
平成２０年８月２６日、
平成２０年８月２７日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２０年７月１７日、
平成２０年８月２６日

四 国 中 央 保 健 所 平成２０年８月２８日

産 業 経 済 部 平成２０年７月１７日、
平成２０年８月２７日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２０年８月２７日

建 設 部 〃

四 国 中 央 土 木 事 務 所 平成２０年８月２８日

今 治 土 木 事 務 所 平成２０年７月１６日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２０年８月２７日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２０年７月１６日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成２０年８月２６日

（監査の結果）

平成１９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２９３，２５０，９７９ ３２２，９９６，２０４ ６１６，２４７，１８３

１８年度 ２００，９３１，７１３ ４４９，６５８，６２９ ６５０，５９０，３４２

差引増減 ９２，３１９，２６６ △１２６，６６２，４２５ △３４，３４３，１５９

（総務企画部（税務管理課・課税課））

２ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済

額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １８９，５５２，４０２ ３２５，５５１，５８０ ５１５，１０３，９８２

１８年度 １０５，５１７，４２３ ３６６，８６５，８４７ ４７２，３８３，２７０

差引増減 ８４，０３４，９７９ △４１，３１４，２６７ ４２，７２０，７１２

（総務企画部（今治支局税務室））

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

〔旧西条地方局分〕

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２２６，２９６ ０ ２２６，２９６

１８年度 ０ ０ ０

差引増減 ２２６，２９６ ０ ２２６，２９６

〔旧今治地方局分〕

（母子福祉資金貸付金償還金）
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調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９４，５００

１４年度 １５，２２５

計 １０９，７２５

（今治土木事務所）

１０ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１４年度 ３７，９２５

計 ３７，９２５

（今治土木事務所）

１１ 草刈作業車のリース契約について、当初契約時、他に草刈機能を有

する車両が販売されていたにもかかわらず、経済性を比較検討するこ

となく長期継続契約を締結して、１９年度においてもリース料を支出し

ていた。

（今治土木事務所）
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�公表第３７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年１１月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２０年９月８日

健 康 福 祉 環 境 部 〃

産 業 経 済 部 〃

中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 〃

建 設 部 〃

久 万 高 原 土 木 事 務 所 〃

出 納 室 〃

（監査の結果）

平成１９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ７７３，９００，５２２ １，４６８，４０５，９５８ ２，２４２，３０６，４８０

１８年度 ５４９，２０１，６６４ １，７０４，７９９，６６０ ２，２５４，００１，３２４

差引増減 ２２４，６９８，８５８ △２３６，３９３，７０２ △１１，６９４，８４４

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金については、納期限内の収入確保に努めるととも

に、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２６０，０００ ２２４，６８０ ４８４，６８０

１８年度 ２３４，６８０ １０，０００ ２４４，６８０

差引増減 ２５，３２０ ２１４，６８０ ２４０，０００

（健康福祉環境部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ６４０，７９７ ３，４９５，９０９ ４，１３６，７０６

１８年度 ３７５，６１２ ３，５４１，６２６ ３，９１７，２３８

差引増減 ２６５，１８５ △４５，７１７ ２１９，４６８

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２８，４００ １，６５３，３６４ １，７８１，７６４

１８年度 １２８，４００ １，６３１，３１９ １，７５９，７１９

差引増減 ０ ２２，０４５ ２２，０４５

（健康福祉環境部）

４ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ３，９６５，０００

計 ３，９６５，０００

（産業経済部）

５ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１６年度 ９７，０１６

計 ９７，０１６

（産業経済部）

６ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １８，７７３，４００ ４０，３５７，０８０ ５９，１３０，４８０

１８年度 １７，７７１，７００ ４２，８８６，５８０ ６０，６５８，２８０

差引増減 １，００１，７００ △２，５２９，５００ △１，５２７，８００

（建設部）

７ 損害弁償金については、早期収入に努力が望まれる。

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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�公表第３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年１１月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成２０年９月４日

（監査の結果）

平成１９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １０２，４１８，５５２ １１８，５０３，９２１ ２２０，９２２，４７３

１８年度 ６０，４０４，７６９ １２６，４４６，３６０ １８６，８５１，１２９

差引増減 ４２，０１３，７８３ △７，９４２，４３９ ３４，０７１，３４４

（総務企画部（税務課））

２ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済

額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １０９，７９１，５０２ １２９，９８７，５５２ ２３９，７７９，０５４

１８年度 ６３，７６４，５３４ １３７，１８４，４７１ ２００，９４９，００５

差引増減 ４６，０２６，９６８ △７，１９６，９１９ ３８，８３０，０４９

（総務企画部（八幡浜支局税務室））

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

〔旧宇和島地方局分〕

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ３５３，４１６ ０ ３５３，４１６

１８年度 １６８，２５０ ０ １６８，２５０

差引増減 １８５，１６６ ０ １８５，１６６

〔旧八幡浜地方局分〕

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，４６８，６７２ ３，２０６，５８８ ４，６７５，２６０

１８年度 １，１７０，２４２ ２，７３７，９１１ ３，９０８，１５３

差引増減 ２９８，４３０ ４６８，６７７ ７６７，１０７

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １，６００，４４６ １，６００，４４６

１８年度 ０ １，６００，４４６ １，６００，４４６

差引増減 ０ ０ ０

（健康福祉環境部）

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ６３３，０００

計 ６３３，０００

（建設部）

８ 違約金（工事請負契約及び設計委託業務に伴うもの。）については、

適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９７０，１５０

１９年度 ９７，６００

計 １，０６７，７５０

（建設部）

９ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １７，７８８

計 １７，７８８

（建設部）

１０ トランスファークレーンのディーゼルオイルほかの購入契約につい

て、年間購入見込額が１６０万円を超えるため競争入札により契約すべ

きところ、特定の業者との反復した随意契約としていた。

（建設部）

１１ 草刈作業車のリース契約について、当初契約時、他に草刈機能を有

する車両が販売されていたにもかかわらず、経済性を比較検討するこ

となく長期継続契約を締結して、１９年度においてもリース料を支出し

ていた。 （久万高原土木事務所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

総 務 企 画 部
平成２０年７月２９日、
平成２０年９月４日、
平成２０年９月５日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２０年７月２９日、
平成２０年９月４日

産 業 経 済 部
平成２０年７月３０日、
平成２０年９月４日、
平成２０年９月５日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２０年７月２９日

建 設 部 平成２０年９月５日

大 洲 土 木 事 務 所 平成２０年７月２９日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 〃

西 予 土 木 事 務 所 〃

愛 南 土 木 事 務 所 平成２０年９月５日

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５１号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号の規定に基づき個人演説会等の施設として指定した施設について、上島町選挙

管理委員会から平成２０年１０月１７日に指定を取り消した旨の報告があったので、個人演説会開催施設として市町村選挙管理委員会が指定した

施設（平成１６年１０月愛媛県選挙管理委員会告示第８７号）の一部を次のように改正する。

平成２０年１１月４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号の規定に

基づき、個人演説会等の施設として上島町選挙管理委員会が指定した

もの及びすでに指定したもののうちその名称の変更があったものは、

次のとおりである。

１ 指定したもの

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号の規定に

基づき、個人演説会等の施設として上島町選挙管理委員会が指定した

もの及びすでに指定したもののうちその名称の変更があったものは、

次のとおりである。

１ 指定したもの

４ 生活保護費戻入金については、納期限内の収入確保に努めるととも

に、収入未済額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，９６４，６７２ ２１５，０００ ３，１７９，６７２

１８年度 ３０５，０００ ０ ３０５，０００

差引増減 ２，６５９，６７２ ２１５，０００ ２，８７４，６７２

（健康福祉環境部（地域福祉課））

５ 生活保護費戻入金については、納期限内の収入確保に努めるととも

に、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２７２，０００ ５５，０００ ３２７，０００

１８年度 ６５，０００ ０ ６５，０００

差引増減 ２０７，０００ ５５，０００ ２６２，０００

（健康福祉環境部（八幡浜支局福祉室））

６ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，０２１，４００ １，０５５，０００ ２，０７６，４００

１８年度 １，０９５，４００ ５１６，２００ １，６１１，６００

差引増減 △７４，０００ ５３８，８００ ４６４，８００

（建設部）

７ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ４７１，８００ １６２，４００ ６３４，２００

１８年度 １８２，７００ ０ １８２，７００

差引増減 ２８９，１００ １６２，４００ ４５１，５００

（大洲土木事務所）

８ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ２２０，５００

計 ２２０，５００

（大洲土木事務所）

９ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １，０１９，６５０

計 １，０１９，６５０

（大洲土木事務所）

１０ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，００６，９００ １，１４４，３００ ２，１５１，２００

１８年度 ５２，３００ １，１４４，３００ １，１９６，６００

差引増減 ９５４，６００ ０ ９５４，６００

（八幡浜土木事務所）

愛 媛 県 報平成２０年１１月４日 第２０１３号

１１８４



施設の名称 所在地 収容人員 施設の名称 所在地 収容人員

岩城生活文化センタ

ー

越智郡上島町岩城

１４４１

１５０人

省略 省略

２ 省略 ２ 省略

平成２０年１１月４日 発行
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